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大阪学院大学　人文自然論叢 ＜資　料＞
第87号　2023年12月

は
じ
め
に

「
御お

こ
し
よ
う
ぐ
み
か
た
れ
い
し
よ
し
ろ
く

小
姓
組
方
例
書
私
録
」（

１
）（

以
下
、「
私
録
」）
は
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
古
記
録
で
あ
り
（
内
閣
文
庫
、
一
五
二

－
〇
一
一
七
）、
江
戸
幕
府
の
小

性
組
に
関
す
る
各
種
法
令
・
通
達
、
同
組
の
運
営
・
職
務
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ

な
ど
を
内
容
別
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
を
編
年
で
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
下
巻

に
分
か
れ
て
お
り
、
形
状
は
竪
帳
、
法
量
は
い
ず
れ
も
タ
テ
一
九
・
五
セ
ン
チ
×

ヨ
コ
十
二
・
六
セ
ン
チ
。
本
体
部
分
の
紙
数
は
上
巻
（
乾
）
が
二
〇
八
丁
、
下
巻

（
坤
）
が
一
三
二
丁
で
あ
る
。
表
紙
の
題
箋
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
例
書
私
録　

乾
」

「
例
書
私
録　

坤
」
と
あ
り
、
上
巻
冒
頭
の
目
次
部
分
に
は
「
御
小
性0

組
方
例
書

私
録
目
録
」
と
あ
る
（
傍
点
筆
者
）。
ま
た
、
上
巻
本
体
部
分
一
丁
目
表
に
は
紅

葉
山
文
庫
（「
秘
閣
図
書
之
印｣

乙
種
）、
二
丁
目
表
に
は
紅
葉
山
文
庫
（「
秘
閣

図
書
之
印｣

甲
種
）
と
内
閣
文
庫
、
一
〇
五
丁
目
裏
・
二
〇
八
丁
目
表
に
は
内
閣

文
庫
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
本
体
部
分
一
丁
目
に
は
紅
葉
山
文
庫

（
甲
種
・
乙
種
）
と
内
閣
文
庫
、
六
六
丁
目
裏
・
一
三
二
丁
目
裏
に
は
内
閣
文
庫

の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る（

２
）。

小
性
組
と
は
江
戸
幕
府
の
軍
事
部
隊
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
上
級
幕
臣
で
あ
る
旗

本
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
通
り
複
数
の
組
で
編
成
さ
れ
、
各
組
ご
と
に

番
頭
一
名
（
若
年
寄
支
配
、
諸
大
夫
）、
組
頭
一
名
（
若
年
寄
支
配
、
布
衣
）、
番

士
定
員
五
十
名
（
番
頭
支
配
、
御
目
見
以
上
）
が
置
か
れ
た
。
同
格
の
軍
事
部
隊

と
し
て
は
書
院
番
が
あ
り
、
両
者
を
ま
と
め
て
「
両
番
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
他
、
両

番
と
同
様
に
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
軍
事
部
隊
に
大
番
・
新
番
・
小
十
人
組
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
「
五
番
方
」
と
総
称
す
る
が
、
両
番
が
最
も
高
い
格
式
を
有
し
て

い
た
。

小
性
組
は
平
時
に
は
江
戸
城
本
丸
の
紅
葉
之
間
を
詰
所
と
し
、
殿
中
の
警
衛
や

「
御
小
姓
組
方
例
書
私
録
」（
一
）

－

十
八
世
紀
江
戸
幕
府
軍
事
部
隊
の
古
記
録
の
翻
刻
と
解
説

－

横

山

輝

樹

［一］
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「御小姓組方例書私録」（一）
－十八世紀江戸幕府軍事部隊の古記録の翻刻と解説－

将
軍
出
行
時
の
身
辺
護
衛
が
主
な
役
目
で
あ
る
が
、
こ
の
他
、
儀
式
の
際
の
給
仕

役
、
諸
国
巡
見
使
、
江
戸
市
中
の
巡
回
な
ど
も
勤
め
る
。
慶
長
十
年
（
一
六
〇

五
）
に
創
設
さ
れ
た
書
院
番
か
ら
分
離
す
る
か
た
ち
で
、
元
和
八
年
（
一
六
二

二
）
に
創
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
正
月
の
大
御
所
徳
川

秀
忠
の
死
去
に
伴
い
、
幕
府
の
軍
事
部
隊
が
再
編
成
さ
れ
、
江
戸
城
西
丸
（
秀
忠

付
）
の
両
番
は
本
丸
（
家
光
付
）
の
両
番
に
吸
収
合
併
さ
れ
、
書
院
番
は
八
組
、

小
性
組
は
六
組
と
な
っ
た
（
こ
れ
よ
り
後
、
将
軍
世
嗣
や
大
御
所
が
同
城
西
丸
や

二
丸
に
い
る
場
合
は
そ
ち
ら
に
も
別
個
の
両
番
が
配
置
さ
れ
た
）。
さ
ら
に
翌

年
、
両
番
は
そ
れ
ぞ
れ
十
組
に
増
設
さ
れ
た
。
以
後
、
両
番
は
、
組
数
に
若
干
の

増
減
は
あ
り
つ
つ
も
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
幕
軍
の

中
核
部
隊
と
し
て
幕
末
ま
で
存
続
し
た（

３
）。

「
私
録
」
の
作
者
・
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
不
明
で
あ
る
が
、
記
載

内
容
か
ら
あ
る
程
度
絞
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
私
録
」
は
小
性
組
を
率

い
る
番
頭
（
小
性
組
番
頭
）
の
立
場
か
ら
記
録
さ
れ
て
お
り
、
番
頭
自
ら
、
あ
る

い
は
そ
の
周
辺
に
あ
る
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
の
上
限
は
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）、
下
限
は
安
永
三
年
（
一
七

七
四
）
で
あ
り
、
文
中
に
「
有（

徳
川
家
継
）

章
院
様
御
代
」「
有（

徳
川
吉
宗
）

徳
院
様
御
代
」「
惇（

徳
川
家
重
）

信
院
様
御

代｣

「
当
御
代
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
川
家
治（

４
）が

将
軍
で
あ
っ
た
期
間
に
成
立

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
正
徳
六
年
か
ら
安
永
三
年
ま
で
小
性
組
番
頭

を
務
め
続
け
た
者
は
い
な
い
。
よ
っ
て
、「
私
録
」
と
は
小
性
組
内
部
に
お
い
て

書
き
継
が
れ
た
記
録
を
、
安
永
三
年
か
ら
家
治
が
死
去
す
る
天
明
六
年
（
一
七
八

六
）
ま
で
の
間
に
小
性
組
番
頭
で
あ
っ
た
者
、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
が
ま
と
め

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

５
）。

「
私
録
」
の
構
成
・
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、「
私
録
」
に
は
小
性

組
と
の
関
わ
り
の
深
い
書
院
番
や
大
番
に
関
す
る
記
述
も
度
々
見
ら
れ
る
こ
と
を

申
し
添
え
て
お
く
。

　

①
御
成
之
部

　
　
　

 

歴
代
将
軍
の
廟
所
で
あ
る
寛
永
寺
や
増
上
寺
、
江
戸
城
内
の
吹
上
御
庭

や
紅
葉
山
な
ど
に
将
軍
や
そ
の
世
嗣
ら
が
出
御
す
る
際
の
小
性
組
の
運

用
に
つ
い
て
。
各
組
の
担
当
場
所
、
交
代
時
の
留
意
事
項
な
ど
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　

②
遠
御
成
之
部

　
　
　

 

将
軍
が
江
戸
近
郊
で
鷹
狩
や
猪
狩
と
い
っ
た
狩
猟
を
行
う
場
合
の
小
性

組
の
勤
め
方
。
警
固
な
ど
通
常
業
務
の
他
、
勢
子
（
狩
猟
に
お
い
て
獲

物
を
追
い
出
し
、
仕
留
め
る
役
目
）
を
小
性
組
が
勤
め
る
際
の
留
意
事

項
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

③
諸
伺
幷
御
届
之
部

　
　
　

 

小
性
組
の
職
務
な
ど
に
つ
い
て
、
小
性
組
番
頭
と
そ
の
上
役
で
あ
る
若

年
寄
と
の
や
り
と
り
。
若
年
寄
は
「
附
札
」
と
い
う
か
た
ち
で
番
頭
か

ら
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
て
い
る
。

　

④
進
物
番
之
部

上
巻
（
乾
）

［二］
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小
性
組
の
出
役
で
あ
る
進
物
番
を
務
め
る
際
の
指
示
な
ど
。
進
物
番
と

は
将
軍
家
の
下
賜
品
、
大
名
・
旗
本
な
ど
の
献
上
品
の
こ
と
を
取
り
扱

う
役
目
で
あ
り
、
両
番
か
ら
の
出
役
を
例
と
す
る
。

　

⑤
御
仕
置
之
部

　
　
　

 

小
性
組
番
士
を
務
め
る
旗
本
の
知
行
所
に
お
け
る
百
姓
の
処
罰
を
中
心

に
そ
の
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

⑥
弓
馬
幷
水
稽
古
之
部

　
　
　

 

小
性
組
番
士
に
対
し
て
武
芸
の
鍛
錬
を
求
め
る
申
渡
や
、
番
頭
に
よ
る

武
芸
見
分
、
同
じ
く
将
軍
に
よ
る
武
芸
上
覧
に
つ
い
て
の
規
定
な
ど
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
狩
猟
に
お
け
る
騎
馬
勢
子
（
騎
乗
し
て
勢

子
を
勤
め
る
者
）
に
つ
い
て
の
規
定
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

⑦
諸
被　

仰
渡
之
部

　
　
　

 

小
性
組
の
運
用
に
つ
い
て
の
様
々
な
申
渡
に
つ
い
て
。
旗
本
家
惣
領
の

武
芸
・
学
問
吟
味
、
拝
借
金
、
皆
勤
者
へ
の
褒
美
な
ど
、
様
々
な
事
柄

が
含
ま
れ
る
が
、
狩
猟
・
武
芸
に
つ
い
て
の
申
渡
が
多
い
。

　

⑧
火
事
之
部

　
　
　

 

火
事
の
際
に
各
組
が
担
当
す
る
持
場
な
ど
に
つ
い
て
。
実
際
に
火
事
が

起
き
た
際
の
各
組
の
働
き
に
つ
い
て
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

⑨
諸
断
之
部
付
御
礼
之
部

　
　
　

 

分
限
帳
（
氏
名
・
禄
高
・
石
高
、
役
職
な
ど
を
記
し
た
帳
面
）
作
成
時

に
お
け
る
規
定
、
小
普
請
入
す
る
際
の
手
続
き
、
足
高
制
に
付
随
す
る

下
巻
（
坤
）

格
式
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

⑩
異
変
之
部

　
　
　

 

突
発
的
な
事
件
、
た
と
え
ば
町
人
に
よ
る
駕か

籠ご

訴そ

や
小
性
組
番
士
の
乱

心
の
記
録
の
他
、
急
養
子
（
末
期
養
子
）
に
つ
い
て
の
記
録
。

　

⑪
雑
之
部

　
　
　

 

上
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
際
の
指
示
、
若
年
寄
に
伺
書
を
提
出
す
る
際

に
使
用
す
る
料
紙
に
つ
い
て
、
祝
儀
に
関
す
る
規
定
な
ど
、
雑
多
な
内

容
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
①
御
成
之
部
、
②
遠
御
成
之
部
し
か

掲
載
出
来
な
い
が
、
以
後
、
数
回
に
分
け
て
全
文
を
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま

た
「
私
録
」
全
体
の
把
握
の
た
め
に
は
細
目
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
最
終
回
に
て
掲
載
す
る
所
存
で
あ
る
。

最
後
に
「
私
録
」
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
論
じ
て
お
こ
う
。「
私
録
」
に
所

収
さ
れ
て
い
る
内
容
は
全
て
が
新
出
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
正
徳
六

年
（
一
七
一
六
）
二
月
二
十
九
日
、
若
年
寄
が
両
番
頭
（
書
院
番
頭
・
小
性
組
番

頭
）
に
書
付
を
与
え
た
（
史
料
番
号
⑥

－

１
、
凡
例
参
照
の
こ
と
）。
書
付
の
内

容
は
両
番
士
へ
の
弓
馬
励
行
と
両
番
頭
の
弓
馬
見
分
の
実
施
を
命
じ
る
も
の
で
あ

る
。「
私
録
」
に
は
こ
の
書
付
の
文
言
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
⑥
「
弓
馬
幷
水
稽

古
之
部
」）。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
私
録
」
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、「
柳
営

日
次
記
」
同
日
の
条（

６
）や

「
教
令
類
纂
」
二
集
七
十
三
・
武
術
之
部（

７
）に

も
収
録
さ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
書
付
自
体
は
「
私
録
」
が
新
出
と
い
う
わ
け
で
は
な

［三］
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「御小姓組方例書私録」（一）
－十八世紀江戸幕府軍事部隊の古記録の翻刻と解説－

い
。
し
か
し
「
私
録
」
の
場
合
、
こ
れ
に
続
け
て
同
年
閏
二
月
の
小
性
組
内
に
お

け
る
弓
馬
見
分
な
ど
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
事
項
ま
で
も
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
私
録
」
の
記
載
内
容
に
よ
り
、
若
年
寄
か
ら
の
命
令
を
受
け
た
小
性
組
が
ど
の

様
な
対
応
を
取
っ
た
の
か
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
通

り
、「
私
録
」
の
特
徴
は
小
性
組
の
動
向
が
詳
細
に
分
か
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
諸
伺
幷
御
届
之
部
」
で
は
小
性
組
番
頭
か
ら
若
年
寄
に
向
け
た
問
い
合
わ
せ

（
及
び
こ
れ
に
対
す
る
若
年
寄
か
ら
の
附
札
に
よ
る
返
答
）
が
多
数
収
録
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
私
録
」
は
近
世
中
期
の

小
性
組
の
動
向
（
お
よ
び
小
性
組
と
若
年
寄
を
は
じ
め
と
す
る
幕
閣
と
の
関
係
）

を
探
る
上
で
不
可
欠
の
史
料
で
あ
る
と
い
え
る（

８
）。

【
凡
例
】

１
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
の
字
体
を
用
い
、
仮
名
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

　
　

 

た
だ
し
、
合
字
「
ゟ
」（
よ
り
）
は
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
助
詞
の
「
而
」

（
て
）、「
ニ
」（
に
）、「
茂
」（
も
）、「
者
」（
は
）、「
江
」（
え
）
は
ポ
イ
ン
ト

を
下
げ
、
右
寄
せ
を
し
た
上
で
表
記
通
り
と
し
た
。

２
、
読
点
・
中
黒
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

３
、 

虫
損
な
ど
判
読
不
明
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
が
分
か
る
場
合
は
□

で
、
分
か
ら
な
い
場
合
は
角
括
弧
﹇　

﹈
で
示
し
て
い
る
。

４
、 

筆
者
に
よ
る
傍
注
は
全
て
丸
括
弧
（　

）
を
付
け
て
い
る
。
丸
括
弧
が
付
い

て
い
な
い
傍
注
は
「
私
録
」
に
元
々
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

５
、 

朱
書
や
表
紙
題
箋
は
カ
ギ
括
弧
「　

」
で
括
り
、（
朱
書
）（
表
紙
題
箋
）
な

ど
の
傍
注
を
付
し
た
。

６
、
闕
字
・
平
出
は
い
ず
れ
も
一
字
空
け
で
処
理
し
た
。

７
、 

人
名
に
つ
い
て
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
を
元
と
し
て
名
乗
り
（
実
名
）・

役
職
の
傍
注
を
付
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
頻
出
す
る
役
職
に
つ
い
て
は

「
若
」（
若
年
寄
）、「
小
」（
小
性
組
番
頭
）、「
書
」（
書
院
番
頭
）
と
略
し
て

い
る
。

８
、 

文
中
の
隅
付
き
括
弧
【　

】
は
史
料
番
号
と
し
て
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
番
号
は
最
終
回
に
掲
載
す
る
細
目
で
も
使
用
す
る
。

 「
例（

表
紙
題
箋
）

書
私
録　

乾｣

御
小
性
組
方
例
書
私
録
目
録

　
　

御
成
□（

之
）部　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
御
成
□（

之
部
）□

　
　

諸
伺
幷
御
届
之
部　
　
　
　
　
　
　

進
物
番
□（

之
）部

　
　

御
仕
置
之
部　
　
　
　
　
　
　
　
　

弓
馬
幷
水
稽
古
之
部

　
　

諸
被　

仰
渡
之
部　
　
　
　
　
　
　

火
事
之
部

　
　

諸
断
之
部
付
御
礼
之
部　
　
　
　
　

異
変
之
部

　
　

雑
之
部

　
　
　
　
　

御
成
之
部

【
①

－

１
】

有（
徳
川
吉
宗
）

徳
院
様
御
代

［四］
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正
徳
六
丙
申
年
十
一
月
十
三
日

　
　

森
川
出（

俊
胤
、羽

守若
）

殿
御
渡
被
成
候
御
書
付

　
　

吹
上　

御
成
之
部　
　
　

御
先
勤
之
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
五
人

　
　

 

右
植
木
御
門
之
内
可
相
詰
候
、
但
当
番
之
内
ゟ
可
被
差
出
候
、
尤
御
目
付
可

被
□

（
談
カ
）候

、

【
①

－

２
】

同
月
廿
二
日

一
、 

今
日
吹
上
江
被
為　

成
候
付
、　

御
先
江
罷
越　

御
先
番
之
御
番
衆
、　

還

御
﹇　
　

﹈
御
台
所
江
遣
申
度
旨
、
両
番
頭
詰
番
ゟ
森
川
出（

俊
胤
、羽

守若
）

殿
江
相
窺

候
之
処
、
八
ツ
時
以
後　

還
御
ニ
候
者
御
台
所
江
可
遣
旨
被
仰
聞
候
、
依
之

八
時
以
後
御
番
衆
御
台
所
江
遣
候
義
、
詰
番
ゟ
御
目
付
衆
江
申
□（

達
）置

候
、

【
①

－

３
】

享
保
二
丁
酉
年
七
月
十
八
日

一
、
両
番
頭
詰
番
江
森
川
出（

俊
胤
、羽

守若
）

殿
御
渡
被
候
御
書
付

　
　
　
　

見
出
し
両
番
頭
江

　
　
　
　

吹
上
御
庭
江　

御
成
之
節
、

一
、
御
先
御
供
之
面
々
、
食
事
以
前
相
越
候
も
の
者
、
見
合
代
候
様
可
致
事
、

一
、 

御
番
衆
代
候
節
者
、
例
之
通
筋
ヲ
紅
葉
山
下
御
門
之
外
ニ
罷
在
候
御
目
付
江

致
案
内
為
代
候
事
、

　
　

 

右
之
通
被
得
其
意
可
被
申
渡
候
、
尤
御
目
付
江
も
申
達
候
間
、
可
被
相
談

候
、
以
上
、

　
　
　
　

七
月
十
□（

八
）日

【
①

－

４
】

同
年
八
月
七
日

一
、 

御
小
性
組
大
岡
土（

政
春
、佐

守小
）

二
丸
詰
番
相
勤
候
処
、
二
丸
江
被
為　

成
候
節
、
於

御
番
所　

上
意
有
之
、　

還
御
之
節
、
御
番
所
前
御
敷
居
御
畳
之
上
江
被
為

　

上
、
土
佐
守
名　

上
意
有
之
、
今
日
土
佐
守
組
之
者
共
ニ
候
哉
と　

上
意

有
之
候
付
、
酒
井
対（

重
英
、馬

守小
）

組
之
□

（
由
カ
）御

請
申
上
候
、
各
苗
字
可
申
上
旨　

上
意

有
之
、
其
段
御
番
衆
江
申
上
候
様
申
達
□（

候
）処

、
早
速
壱
人
充
名
苗
字
、
六
人

共
ニ
申
上
候
、
入
念
為
相
勤
候
様
ニ
と　

上
意
有
之
候
、
御
番
衆
土
佐
守
迄

難
有
仕
合
之
段
、
御
直
ニ
御
請
申
上
候
事
、

【
①

－

５
】

同
年
十
月
十
四
日

一
、 

増
上
寺
江
被
為　

成
候
節
、
御
小
性
組
方
御
供
番
稲
葉
下（

正
直
、野

守小
）

病
気
ニ
て
御

供
下
り
候
節
、
御
目
付
江
茂
不
申
達
、
向
寄
江
立
寄
養
生
仕
、
大
久
保

佐（
常
春
、渡

守若
）

殿
﹇　

﹈
御
届
申
達
候
処
、
同
十
六
日
佐
渡
守
殿
、
詰
番
戸
田

肥（
政
峯
、前

守小
）

江
御
尋
候
得
共
、
委
細
不
相
知
候
付
、　

下
野
守
宅
江
罷
越
、
様
子

申
達
候
処
、
同
十
七
日
佐
渡
守
殿
御
書
院
方
詰
番
阿
部
遠（

正
房
、江

守書
）

・
御
小
性
組

方
詰
番
諏
訪
主（

頼
秋
、殿小
）江

仰
聞
候
者
、
此
頃
増
上
寺
御
仏
殿
江
被
遊　

御
参
詣
候

［五］
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節
、　

御
成
御
供
稲
葉
下
野
守
御
道
ゟ
下
り
不
相
勤
、
病
気
と
者
乍
申
、
御

供
欠
キ
候
之
義
、
御
目
付
江
も
早
速
不
申
届
、
無
念
ニ
候
、
併
上
ニ
思
召
も

無
之
故
、
其
通
り
ニ
候
、
向
後
か（

斯
　
様
）

や
う
成
義
無
念
無
之
様
可
申
合
候
、
且
又

本
多
淡（

忠
貞
、路

守書
）

御
供
番
之
所
、
心
付
可
申
義
無
其
義
候
、
向
後
御
供
之
義
申

合
、
入
念
候
様
被
仰
聞
、
則
主
殿
義
下
野
守
宅
江
罷
越
申
達
候
事
、

【
①

－

６
】

同
年
十
一
月
廿
二
日

一
、 

去
十
九
日
御
目
付
稲
葉
多（

正
房
、宮

義目
付
）、

御
小
性
組
方
詰
番
戸
田
肥（

政
峯
、前

守小
）

書
付
相
達

候
付
、
一
昨
日
寄
合
之
上
、
昨
日
書
付
認
、
詰
番
三
枝
丹（

守
英
、波

守小
）

ゟ
多
宮
江
相

渡
候
事
、

　
　
　
　
　

覚

　
　

御
目
付
ゟ
遣
候
書
付　
　
　

両
御
番
衆
江

一
、 

紅
葉
山　

御
社
参
・　

御
仏
参
、
上
野
、
増
上
寺
、
山
王
、
浜
御
殿　

御
成

之
節
、
両
番
何
組
、

　
　
　
　
但
、
御
供
立
前
幷
衣
服
、

一
、
番
頭
・
組
頭　

御
成
・　

還
御
勤
方
、

一
、
押
両
御
番
ゟ
何
人
充
、

一
、
大
押
場
所
ニ
よ
り
何
人
充
、

　
　
　
　
但
、
衣
服

　
　
　
　
　
　

以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
伊（

直
武
、兵

衛目
付
）

　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

稲
葉
多
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
大（

康
敬
、学目
付
）

　
　
多
宮
江
相
渡
候
書
付

　
　
　
　

紅
葉
山
行
列　

御
社
参　
御
小
性
組
方

一
、
御
供
番
御
小
性
組
一
組
素
襖
、　
　

一
、
御
供
番
之
番
頭
、
大
紋
ニ
而
行
列
、

一
、
御
先
番
其
外
非
番
之
番
頭
壱
両
人
、
大
紋
に
て
行
列
罷
出
候
、

一
、 

御
供
之
組
頭
其
外
非
番
之
組
頭
弐
三
人
、
布
衣
ニ
て
御
奉
公
、
御
供
罷
出
候

立
前
者
、
御
奉
公
御
供
之
中
奥
五
名
ニ
相
交
御
供
仕
候
、
御
供
番
組
頭
・
御

番
衆
と
も
、
御
道
具
之
先
江
御
供
仕
候
、

　
　
　
　
但
、
組
頭
御
奉
公
御
供
、
紅
葉
山
江
計
罷
出
候
、

一
、
諸
大
夫
之
組
頭
非
番
之
節
者
、
大
紋
ニ
而
行
列
罷
出
候
、

一
、
御
供
押
、
御
小
性
組
ゟ
弐
人
、
熨
斗
目
・
半
袴
、

　
　
　
　
但
、
中
押
同
勢
押
、
御
書
院
方
代
々
相
勤
申
候
、

　
　
　
　

上
野
・
増
上
寺　

御
仏
参

一
、
御
供
番
御
小
性
組
一
組
熨
斗
目

半
袴

、

一
、 

御
供
番
之
番
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
ニ
て
御
装
束
所
迄
御
供
仕
候
、
立
前
御
番

衆
跡
、

一
、
非
番
之
番
頭
壱
両
人
、
大
紋
ニ
て
行
列
ニ
罷
出
候
、

一
、
御
先
番
之
御
小
性
組
一
組
、
熨
斗
目
・
半
袴
、

　
　
　
　
上
野
者
中
堂
・
本
坊
、　

増
上
寺
者
本
堂
・
方
丈
、
御
書
院
方
代
々
相
勤
申
候
、

［六］
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一
、
御
先
番
代
々
番
頭　

還
御
之
御
供
仕
候
、

一
、 
御
供
番
組
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
ニ
て
御
装
束
所
迄
御
供
仕
候
、
立
前
御
道
具

之
跡
、
御
番
衆
之
先
、

一
、
諸
大
夫
之
組
頭
非
番
之
者
者
、
大
紋
ニ
而
行
列
罷
出
候
、

　
　
　
　

紅
葉
山　

御
社
参
・　

御
仏
参

一
、
御
供
番
御
小
性
組
一
組
熨
斗
目

半
袴

、

一
、
御
供
番
之
番
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
、
立
前
御
番
衆
之
跡
、

一
、
予
参
非
番
之
番
頭
、
熨
斗
目
・
長
袴
ニ
て
罷
越
候
、

一
、
御
供
番
之
組
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
、
立
前
御
道
具
之
跡
、
御
番
衆
之
先
、

一
、 

非
番
之
組
頭
御
奉
公
、
御
供
弐
三
人
、
熨
斗
目
・
半
袴
に
て
、
中
奥
相
交
御

供
仕
候
、

　
　
　
　

上
野
・　

増
上
寺　

御
仏
参

一
、
御
供
番
御
小
性
組
一
組
熨
斗
目

半
袴

、

一
、 

御
供
番
之
番
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
、
立
前
御
番
衆
之
跡
、
御
仏
殿
迄
御
供
仕

候
、

一
、
御
先
番
代
々
番
頭　

還
御
之
御
供
仕
候
、

一
、
御
先
番
御
小
性
組
一
組
、
熨
斗
目
・
半
袴
、
勤
方
同
前
、

一
、
御
供
番
之
組
頭
、
熨
斗
目
・
半
袴
、
立
前
御
番
衆
之
先

　
　
　
　

山
王　

御
社
参

一
、
御
供
番
御
小
性
組
一
組
、
熨
斗
目
・
半
袴
、

　
　
　
　
勤
方
番
頭
・
組
頭
・
御
番
衆
共
、
上
野
・
増
上
寺
同
前
、

一
、
御
先
番
御
小
性
組
一
組
、
熨
斗
目
・
半
袴
、

　
　
　
　
観
理
院
樹
下
民
部
（
９
）宅

江
御
書
院
方
代
々
相
勤
申
候
、

　
　
　
　
但
、
時
ニ
よ
り
観
理
院
御
番
計
、
両
御
番
之
内
ゟ
相
勤
申
候
、

　
　
　
　

浜　

御
殿
・
御
堀
廻　

御
成

一
、
御
供
番
之
御
小
性
組
一
組
、
羽
織
・
袴
、

一
、
番
頭
・
組
頭
、
羽
織
・
袴
、
番
頭
立
前
同
前
、
組
頭
立
前
同
前
、

一
、
御
供
代
之
番
頭　

還
御
之
御
供
仕
候
、

　
　
　
　
但
、
御
堀
廻
り
者
御
供
代
無
之
、

　
　

大
押
御
小
性
組
方
、
の
し
め
・
半
袴
、

　
　
　
　

上
野
三
人
、　

増
上
寺
弐
人
、　

山
王
弐
人
、

一
、 

御
供
押
、
の
し
め
・
半
袴
、
紅
葉
山
・
上
野
・
増
上
寺
・
浜　

御
殿
・
御
堀

廻
り
と
も
弐
人
、
中
押
・
同
勢
押
、
御
書
院
方
代
々
相
勤
申
候
、

　
　
　
　
但
、
浜　

御
殿
・
御
堀
廻
り
之
節
者
羽
織
・
袴
、

【
①

－

７
】

享
保
六
「
五

（
朱
書
・
訂
正
）」

庚
子
年
十
月
十
四
日

一
、 
明
十
三
日
、
大
久
保
佐（

常

渡春
、

守若
）

殿
江
両
番
頭
ゟ
進
達
之
書
付
、
右
御
尋
ニ
付
而

也
、

　
　

 

前
々
紅
葉
山
・
上
野
・
増
上
寺　

御
成
之
節
者
番
頭
御
供
ニ
罷
出
候
義
無
御

［七］
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坐
候
、

　
　
　
　
但
、
西
丸
江
被
為　

成
候
節
、
御
供
罷
出
候
義
も
御
坐
候
様
子
留
帳
ニ
相
見
申
候
、

一
、 

貞
享
四（

二
）乙

丑
年）

10
（

四
月
朔
日
、
自
今
以
後　

御
成
之
節
、
組
罷
出
候
時
分
、
不

依
遠
近
、
其
番
頭
可
致
御
供
旨
、
秋
元
摂（

喬
知
、津

守若
）

殿
詰
番
之
番
頭
江
被
仰
渡

候
、
以
上
、

　
　
　
　

十
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
書
院
番
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

【
①

－

８
】

同
月
廿
六
日

一
、
大
久
保
佐（

常

渡春
、

守若
）

殿
両
番
頭
江
御
渡
被
成
候
御
書
付
、

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　
　

両
番
頭
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
書
院
番
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

　
　

 

前
々
ハ
両
番
頭
不
限
遠
近
御
供
ニ
不

（
マ
マ
）罷

出
候
由
、
自
今
者
窺
之
通
御
供
罷
出

不
及
候
、

　
　
　
　
但
、
松
平
内（
乗
興
、匠
小
）

頭
義
者
御
鷹
野　

御
成
之
節
者
、
唯
今
迄
之
通
た
る
へ
く
候
、

　
　

 

右
ニ
付
、
御
支
配
方
御
退
出
候
節
、
詰
番
之
両
番
頭
御
礼
申
上
可
然
旨
、
佐

渡
守
殿
被
仰
ニ
付
御
礼
申
達
候
之
事
、

【
①

－
９
】

同
年
十
一
月
廿
八
日

一
、 

去
廿
四
日
、
御
目
付
鈴
木
伊（

直
武
、兵

衛目
付
）両

番
頭
詰
番
江
申
聞
候
者
、
両
番
頭
御
先

番
代
何
頃
ゟ
罷
出
代
候
也
書
付
可
差
出
旨
申
聞
候
付
、
今
日
両
番
頭
申
合
、

書
付
伊
兵
衛
江
差
出
申
候
事
、

　
　

元
禄
二
年
巳
正
月
廿
日　

御
成
之
節
ゟ
御
先
番
代
罷
越
候
、
以
上
、

　
　
　
　

十
一
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
左（

盛
明
、衛

門書
）

佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
藤
伊（

愛
定
、勢

守小
）

【
①

－

10
】

享
保
六
辛
丑
年
五
月
十
三
日

一
、 

御
目
付
仙
波
七（

道
種
、郎

左目
付
）衛

門
為
見
候
書
付
左
之
通
、
吹
上
江
御
成
之
節
、
傘
差

越
申
度
節
、
御
目
付
江
可
申
達
旨
申
聞
候
事
、

　
　

 

上
野
・
増
上
寺　

御
参
詣
之
節
、
御
供
傘
為
持
候
義
、
向
後
相
止
可
申
候
、

尤
上
野
・
増
上
寺
其
外　

御
成
之
時
も
同
前
可
被
心
得
候
、
若
雨
降
出
候

ハ
ヽ
、
御
徒
目
付
な
と
へ
申
聞
、
同
勢
之
方
ゟ
取
寄
、
夫
々
ニ
相
渡
候
様
可

被
致
候
、
以
上
、

　
　
　
　

丑
五
月

【
①

－

11
】

同
十
一
丙
午
年
正
月
十
六
日

一
、 

大
久
保
佐（

常

渡春
、

守若
）

殿
御
小
性
組
阿
部
出（

正
興
、雲

守小
）

江
被
仰
聞
候
者
、
西
丸
御
供
番
西

丸
詰
勤
方
有
増
書
付
差
出
候
之
様
被
仰
聞
候
付
、
則
認
進
達
候
事
、

［八］
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見
出
し

　
　
　
　
　

御
小
性
組
西
丸
御
供
番
西
丸
詰
書
付

一
、 

西
丸
御
供
番
、　

大（
徳
川
家
重
）

納
言
様
紅
葉
山　

御
成
之
節
組
頭
・
組
と
も
御
供
番
、

番
頭
者　

御
先
江
参　

御
目
見
仕
候
、
御
城
外
江　

御
成
候
節
、
組
頭
・
組

共
ニ
御
供
相
勤
候
、
番
頭
者
致
在
宿
、　

御
成
方
角
も
し
出
火
之
節
、
御
供

残
り
組
を
召
連
、
途
中
迄
罷
出
候
、

一
、 

西
丸
詰
、　

大
火
之
節
者
、
番
頭
・
組
頭
・
組
共
ニ
西
丸
下
者
御
厩
前
江
相

詰
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
小
性
組
詰
番

　
　
　
　

正
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
出
雲
守

【
①

－

12
】

享
保
十
二
丁
未
年
二
月
四
日

一
、 

御
目
付
松
波
甚（

正
春
、兵

衛目
付
）申

聞
候
者
、
御
休
息落
字
歟御

普
請
之
内
、
吹
上
江
被
為　

成
候
得
者
、
御
風
呂
屋
口
ゟ
御
長
屋
御
門
御
玄
関
前
、
中
之
御
門
ゟ
寺
沢
御

門
御
道
筋
ニ
て
有
之
候
御
先
勤
吹
上
江
遣
候
節
、
御
玄
関
前
江
廻
し
置
、
御

駕
籠
御
玄
関
ゟ
御
風
呂
屋
口
江
廻
候
を
見
候
而
、
御
番
衆
御
先
勤
之
場
所
江

可
罷
越
候
、
尤
御
徒
目
付
致
案
内
候
哉
ニ
候
、
右
之
段
御
番
順
申
送
候
様
ニ

と
今
日
当
番
之
御
番
衆
江
申
達
候
事
、

【
①

－
13
】

同
十
七
壬
子
年
六
月
七
日

一
、 

御
目
付
田
屋
仙（

屋
道
、右

衛目
付
）門

申
候
者
、
昨
日
出
候
御
番
書
御
先
番
認
方
、
組
と
申

義
無
之
故
、
助
之
詰
紛
敷
候
旨
奥
ゟ
申
出
候
、
別
紙
之
通
認
候
而
、
色
可
有

之
哉
、
左
候
者
見
出
し
ニ
色
候
段
、
今
日
之
両
詰
番
之
名
相
認
差
越
候
様
申

候
故
、
両
番
頭
・
詰
番
申
合
、
右
之
通
書
付
仙
右
衛
門
江
差
遣
し
、
向
後
別

紙
之
通
ニ
認
可
申
候
と
申
合
候
事
、
則
部
屋
張
紙
も
認
直
候
事
、

　
　
　
　
　
別
紙

　
　
　
　
　

見
出
し
此
通
ニ
て
色
御
座
候
、 

水
谷
出（

勝
英
、羽

守書
）

 

水
野
河（

忠
富
、内

守小
）

　
　
　
　

六
月
九
日
東
叡
山
勤
番
書
之
内

　
　
　
　
　
介
青
木
縫（
直
宥
、殿
小
）

介 

　
　
　
　
介
水
谷
出
羽
守

本
坊　
看
病
断　

青
山
丹（

幸
覃
、後

守小
）

組 

中
堂　
紀
州　
　

上
城
帰
休　

久
貝
因（

正
順
、幡

守書
）

組

【
①

－

14
】

元
文
二
丁
巳
年
六
月
七
日

一
、 

来
九
日
上
野
御
成
被　

仰
出
候
者
、
本
坊
御
番
詰
所
之
儀
西
尾
隠（

忠
尚
、岐

守若
）

殿
江

両
番
頭
ゟ
伺
候
処
、
御
附
札
を
以
被
仰
渡
候
事
、
右
者
今
年
御
本
坊
御
焼
失
、

御
仮
住
居
中
故
也
、　
　
　

来

九
日
上
野
江　

御
参
詣
被　

仰
出
候
者
、
本
坊
御
番
何
方
江
勤
番
可
仕
哉
、

且
又
中
堂
御
番
・
本
坊
御
番
之
両
番
頭　

御
目
見
之
儀
、
前
々
之
場
所
に
て

可
罷
在
哉
、
奉
窺
候
、
以
上
、

　
　
　
　

六
月
七
日 

御
書
院
番
頭

 

御
小
性
組
番
頭

［九］
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御
附
札
本
坊
御
番
茂
此
度
者
中
堂
江
相
詰
候
様
可
被
致
候
、

　
　
　
　
　
　
　

御
目
見
場
所
之
義
者
只
今
迄
之
通
可
被
心
得
候
、
御
目
付
可
被
談
候
、

【
①

－

15
】

同
年
八
月
九
日

一
、 

大
目
付
鈴
木
飛（

利
雄
、騨

守大
目
付
）申

聞
候
者
、　

御
宮
参
之
節
行
列
、
明
番
・
御
供
番
も

可
罷
出
旨
御
沙
汰
有
之
由
、
内
意
被
申
聞
候
付
、
両
番
頭
申
合
、
左
之
通
書

付
認
、
飛
騨
守
江
相
渡
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
方

　
　
　
　

 

本
御
番
・
詰
御
番
相
残
り
行
列
ニ
五
人
罷
出
候
、
尤
御
先
番
者　

御
先

江
罷
越
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　

八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
方

【
①

－

16
】

元
文
三
戊
午
年
六
月
四
日

一
、 

大（
徳
川
家
重
）

納
言
様
平
日
西
丸
江
被
為　

入
候
儀
、
向
後
西
丸
方
と
状
ニ
相
止
候
事
、

御
本
丸
方
ニ
て
致
承
知
可
然
事
計
相
止
、
外
之
義
者
部
屋
留
帳
ニ
記
置
候
様

申
合
候
、
西
丸
御
小
性
組
方
月
番
中
根
大（

正
直
、隅

守西
丸
小
性
組
番
頭
）

也
、

【
①

－

17
】

寛
保
二
壬
戌
年
二
月
廿
日

一
、 

本
多
伊（

忠
統
、予

守若
）

殿
、
両
番
頭
詰
番
江
三
阿
弥
を
以
被
成
御
渡
候
御
書
付
、

　
　
　
　

見
出
し
両
番
頭
江

　
　
　
　

 

明
後
廿
二
日
刑（

一
橋
宗
尹
）

部
卿
殿
江　

公（
徳
川
吉
宗
）

方
様　

御
成
ニ
付
申
合
、
御
先
番
可
被

勤
候
、
尤
組
頭
可
罷
越
候
、
誰
罷
越
候
段
可
被
申
聞
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
者
之
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
書
院
番
五
人

　
　
　
　

右
之
通
勤
仕
候
様
可
被
致
候
、
尤
懸
り
御
目
付
可
被
談
候
、

　
　
　
　
　
　

二
月
廿
日

【
①

－

18
】

寛
保
三
癸
亥
年
五
月
六
日

一
、 

今
四
半
時
、　

御（
於
幸
之
方
）

部
屋
様

）
11
（　

御
幟
為　

御
覧
御
出
ニ
付
、
右
相
済
候
迄
西
丸

中
ノ
御
部
屋
之
人
払
、
通
路
無
之
、
御
小
性
組
方
詰
番
用
事
者
御
多
門
ニ
て

相
達
、
部
屋
相
仕
舞
候
節
者
、
御
留
守
居
・
御
目
付
同
道
ニ
て
部
屋
相
改

候
、
右
相
済
、
錠
前
致
し
、
家
来
御
多
門
江
遣
候
之
事
、

【
①

－

19
】

延
享
二
乙
丑
年
三
月
四
日

一
、 
松
平
左（

乗
邑
、近

将老
中
）

監
殿
・
本
多
伊（

忠
統
、予

守若
）

殿
江
伺
相
済
候
由
ニ
て
、
御
目
付
駒
井

靫（
寿
正
、負

為目
付
）見

候
書
付
、

　
　
　
　

八
講
御
執
行
之
事
、

　
　

三
月
十
三
日
、　

同
十
五
日
、　

同
十
七
日　

御
成
之
節
、

［一〇］
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御
書
院
番
組
頭　

同
御
番
衆　

御
小
性
組
組
頭　

同
御
番
衆

　
　

御
徒
頭　
　
　
　

同
組
頭　
　

小
十
人
頭
同
組
頭　

小
十
人

　
　

 

右
雨
天
之
節
、
替
御
供
入
候
間
、
御
供
揃
刻
限
御
本
丸
江
御
揃
、
御
成
前
よ
り

雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
、　

御
成
之
節
ゟ
御
供
可
被
仕
候
、
紅
葉
山
江　

御
成
被
遊

候
而
被
成
御
座
候
内
、
若
雨
降
出
候
ハ
ヽ
、
御
案
内
次
第
早
速
紅
葉
山　

御

宮
下
御
供
、
所
々
門
江
相
廻
り
可
有
之
候
事

　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駒
井
靫
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
尾
市（

元
籌
、左

衛目
付
）門

【
①

－

20
】

惇（
徳
川
家
重
）

信
院
様
御
代

同
年
十
月
六
日

一
、
堀
田
加（

正
陳
、賀

守若
）

殿
御
渡
被
成
候
御
書
付
西
丸
方
也
、

　
　
　
　

見
出
し
両
番
頭
江

　
　

 

大（
徳
川
吉
宗
）

御
所
様
御
規
式
立
候
而　

御
成
候
節
、
大
押　

大（
徳
川
家
治
）

納
言
様
両
御
番
内
ゟ
相

勤
候
事
、

一
、 

御
供
番
人
数
弐
拾
人
ゟ
不
足
ニ
成
候
ハ
ヽ
、　

大
納
言
様
附
両
番
之
内
よ
り

介
六
人
差
出
可
被
申
候
事
、

　
　

右
之
通
可
被
得
其
意
候
、

　
　
　
　

十
月

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　

大
納
言
様
両
番
頭

　
　

 

大
御
所
様
上
野
・　

増
上
寺
江　

御
参
詣
之
節
、
両
御
番　

御
先
番
不
及
相

勤
候
、
可
被
得
其
意
候
、

【
①

－
21
】

宝
暦
七
丁
丑
年
六
月
廿
一
日

一
、 

大（
徳
川
家
治
）

納
言
様
上
野
江　

御
成
之
節
、
西
丸
方
御
人
少
ニ
て
、
西
丸
御
小
性
組
方

御
供
番
薮
主（

忠
久
、膳西
小
）正詰

番
相
勤
候
付
、
御
供
番
介
御
本
丸
方
ゟ
小
浜
民（

季
隆
、部小
）心

得

候
事
、

【
①

－

22
】

当（
徳
川
家
治
）

御
代

宝
暦
十
一
辛
巳
年
五
月
廿
日

一
、
御
目
付
太
田
三（

正
房
、郎

兵目
付
）衛

相
達
候
書
付
、

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭
衆
江

　
　

 

吹
上
御
庭
ゟ
清
水
御
屋
敷
江
被
為　

成
候
節
、
御
供
之
番
頭
半
組
充
、
組
頭

壱
人
充
、
矢
来
御
門
外
ニ
相
揃
、
御
供
仕
、
清
水
御
屋
敷
ニ
て
直
ニ
勤
番
相

勤
、　

還
御
之
御
沙
汰
ニ
て
御
供
方
江
引
罷
在
、
矢
来
御
門
迄
御
供
仕
候
事
、

一
、
同
勢
押
御
番
衆
四
人
、
矢
来
御
門
外
ニ
罷
在
、
致　

御
目
見
候
事
、

一
、
同
勢
者
竹
橋
御
門
外
御
堀
端
ニ
差
置
候
事
、

一
、
衣
服
平
服
候
事
、

　
　

右
之
通
伺
相
済
候
付
、
御
達
申
候
、
以
上
、

［一一］
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五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
田
三
郎
兵
衛

【
①

－

23
】

同
十
三
癸
未
年
正
月
十
五
日

一
、 

御
目
付
太
田
太（

三
）郎

兵
衛）

12
（

、
両
番
頭
詰
番
江
申
聞
候
者
、
向
後
吹
上　

御
成
、

急
ニ
被　

仰
出
候
義
も
難
計
候
付
、
御
先
勤
両
御
番
名
前
書
付
、　

御
成
不

被　

仰
出
候
以
前
、
御
先
勤
之
心
得
ニ
て
差
出
置
候
様
申
聞
候
付
、
其
段
組

頭
江
申
達
、
朝
之
内
組
頭
よ
り
御
目
付
江
差
出
、
詰
番
之
番
頭
ゟ
も
右
書
付

扣
差
出
候
事
、

【
①

－

24
】

同
十
四
甲
申
年
四
月
廿
三
日

一
、 

御
目
付
石
河
玄（

政
武
、蕃目
付
）、御

書
院
方
本
御
番
稲
葉
紀（

正
邑
、伊

守書
）

・
御
小
性
組
方
本
御
番

金
田
能（

正
峯
、登

守小
） 

江
御
夜
勤
之
砌
申
聞
候
者
、
上
野
・
増
上
寺　

御
参
詣
之
節
、

唯
今
迄
者　

還
御
之
節
御
装
束
所
江
被
為　

入
候
処
、
向
後
者　

御
成
懸

ケ
・　

還
御
之
節
両
度
共
ニ
御
装
束
所
江
被
為　

入
候
、
御
先
番
之
為
心
得

被
申
聞
候
由
被
申
候
付
、
御
先
番
之
両
番
頭　

御
目
見
場
所
之
義
、
同
廿
五

日
於　

御
城
、
両
番
頭
申
合
、
石
河
玄
蕃
江
懸
合
候
処
、
此
義
者
若
年
寄
衆

ゟ
被
仰
聞
候
義
ニ
て
無
之
、
御
側
衆
ゟ
出
候
よ
し
、
此
度
之
義
も
水
野

豊（
忠
知
、後

守側
衆
）御

目
付
江
被
達
候
趣
之
旨
、
玄
蕃
申
聞
候
付
、
同
廿
八
日
、
御
書
院

方
月
番
大
久
保
豊（

忠
肥
、後

守書
）

・
御
小
性
組
方
月
番
神
保
備（

茂
清
、前

守小
）

詰
番
ニ
付
、
申

合
、
玄
蕃
江
申
談
候
者
、
右　

御
目
見
場
所
之
義
、
臨
時
御
立
寄
之
格
を

以
、
増
上
寺
表
門
内
ニ
て
一
度
、
御
装
束
所
前
ニ
て
三
度
、
都
合
四
度　

御

目
見
仕
候
心
得
ニ
罷
在
候
、
此
段
此
方
ゟ
若
年
寄
衆
者
不
申
達
候
、
若
御
沙

汰
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
兼
而
御
目
付
江
懸
合
置
候
段
、
其
節
ニ
至
り
若
年
寄
衆

江
可
申
達
と
存
候
段
、
玄
蕃
江
申
達
置
候
事
、

　
　
　
　
但
、
上
野　

御
目
見
場
所
者
唯
今
之
通
り
無
別
事
、

一
、 

右
之
通
同
晦
日
増
上
寺　

御
成
之
節
、
御
書
院
か（

方
）た

御
先
番
酒
井
伊（

忠
順
、予

守書
）

・

御
小
性
組
方
御
先
番
神
保
備
前
守
四
度　

御
目
見
仕
候
事
、

　
　
　
　
　

遠　

御
成
之
部

【
②

－

１
】

有
徳
院
様
御
代

享
保
二
丁
酉
年
五
月
七
日

一
、 

大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
御
渡
候
由
ニ
て
、
御
目
付
稲
葉
多（

正
房
、宮目
付
）為見

候
書
付
、
御
書

院
番
頭
・
御
小
性
組
番
頭
、　

御
成
・　

還
御
共
、
壱
人
立
御
供
仕
候
筈
、

此
段
可
申
談
事
、

一
、 
右
多
宮
為
見
候
御
書
付
之
趣
、
難
心
得
ニ
付
、
佐
渡
守
殿
江
相
窺
候
処
、
左

之
通
被
仰
渡
候
、

一
、 

御
鷹
野
之
節
、
両
番
頭
之
内
、　

御
成
・　

還
御
と
も
申
合
、
壱
人
者　

御

先
、
隅
田
川
木
母
寺
辺
迄
罷
越
、　

還
御
之
御
供
可
仕
候
、
両
番
頭
之
内
、

［一二］
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御
供
仕
候
得
者
御
用
弁
候
間
、
其
通
可
申
合
と
被
仰
聞
候
事
、

　
　
　

 
此
以
後
御
鷹
野
之
節
、
両
番
頭
壱
人
者　

御
成
御
供
、
壱
人
者　

還
御
之
御
供
相
勤
候
、
尤
御

書
院
方
・
御
小
性
組
方
代
々
右
之
通
相
勤
候
事
、

【
②

－

２
】

同
月
九
日

一
、 

大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
、
両
番
頭
詰
番
江
被
仰
聞
候
者
、
御
鷹
野　

御
成
之
節
、

御
先
懸
放
シ
候
所
御
座
候
間
、
御
供
之
立
前
見
合
可
申
候
、
御
徒
・
小
十
人

抔
と
混
雑
可
致
候
得
共
、
夫
共
無
搆
相
立
可
申
候
、　

御
目
通
遠
く
も
御
座

候
間
、
何
茂
不
及
平
伏
、
立
候
而
可
罷
在
候
、
尤　

御
先
ニ
而
御
差
図
可
被

成
候
へ
と
も
、
兼
而
相
心
得
可
被
在
之
、
若
御
鷹
抔
そ
れ
候
ハ
ヽ
、
御
番
衆

其
外
心
掛
可
申
候
、
乍
去
急
度
見
届
候
事
ニ
者
無
之
候
、
委
細
者
稲
葉

多（
正
房
、宮目
付
）・仙

波
七（

道
種
、郎

左目
付
）衛

門
江
承
合
可
申
候
旨
、
被　

仰
候
、

【
②

－

３
】

同
月
十
一
日

一
、 

隅
田
川
初
御
鷹
野
之
節
、
御
小
性
組
方
稲
葉
下（

正
直
、野

守小
）

痛
所
ニ
付
、
戸
田

肥（
政
峯
、前

守小
）　

御
成
御
供
仕
候
、
御
書
院
方
酒
井
因（

忠
隆
、幡

守書
）　

還
御
之
御
供
仕
候

事
、
右　

御
成
者
六
半
時
御
供
揃
に
て
、　

御
成
之
節
、
於
御
納
戸
搆
詰
番

之
三
番
頭
申
合　

御
目
見
、
於
御
白
書
院
御
縁
頬
明
ケ
番
酒
井
対（

重
英
、馬

守小
）

・
組

頭
金
田
周（

正
明
、防

守小
性
組
組
頭
）

・
桑
山
源（

一
規
、七

郎小
性
組
組
頭
）

　

御
目
見
、
明
番
之
御
番
衆
、
於
御
番
所
之

御
縁
頬　

御
目
見
之
事
、

一
、 

遠　

御
成
之
節
、　

御
成
・　

還
御
と
も
享
保
四
戌
年
頃
ゟ
御
風
呂
屋
口
ニ

成
、
表
向　

御
目
見
無
之
事
、

【
②

－
４
】

享
保
二
丁
酉
五
月
十
日

一
、
若
年
寄
中
・
御
側
衆
・
番
頭
、
右
供
者
同
勢
之
跡
少
引
下
ケ
可
差
越
候
、

【
②

－

５
】

同
年
七
月
廿
五
日
被　

仰
付
候
御
書
付
、

　
　

 

早
朝
よ
り
御
鷹
野　

御
成
之
節
、
大
目
付
弐
人
、
外
者
詰
日
詰
番
之
面
々
茂

不
及
罷
出
候
、
五
ツ
時
御
供
揃
之
節
者
可
為
前
々
之
通
候
、
以
上
、

　
　
　
　

七
月

一
、 

早
朝
御
供
揃
之
節
者
明
番
之
者
居
残　

御
目
見
可
仕
旨
、
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿

御
目
付
鈴
木
伊（

直
武
、兵

衛目
付
）を

以
被　

仰
聞
候
事
、

【
②

－

６
】

享
保
三
戊
戌
年
正
月
廿
四
日

一
、
御
目
付
稲
葉
多（

正
房
、宮目
付
）為見

候
書
付
、

　
　

 
御
鷹
野
之　

御
成
之
節
者
、
向
後
天
気
能
候
共
菅
笠
為
持
可
申
候
、
雨
天
又

者
暑
気
ニ
付
而
被
遊　

御
免
候
ハ
ヽ
、
早
速
御
徒
押
歟
御
小
人
押
江
申
聞
、

取
寄
用
可
申
候
、
尤
面
々
菅
笠
印
付
置
為
持
可
申
よ
し
可
被
相
触
候
、
以
上
、

［一三］
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【
②

－

７
】

同
四
己
亥
年
四
月
四
日
御
書
付
出
、

　
　
　
　

見
出
し
両
番
頭
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
御
番

　
　

 

御
鷹
野　

御
成
之
節
、
向
後
御
供
之
内
ゟ
御
膳
所
勤
番
可
仕
候
、
広
所
者
四

五
人
、
狭
所
ハ
弐
三
人
ニ
て
も
相
詰
可
申
候
、　

還
御
之
節
も
御
供
可
仕
候
、

【
②

－

８
】

同
五
庚
子
年
三
月
十
八
日

一
、
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
於
桔
梗
之
間
御
渡
被
成
候
御
書
付
、

一
、 

品
川
筋　

御
成
之
節
、
只
今
迄
東
海
寺
江
新
番
頭
・
組
共
ニ　

御
先
番
罷
越

候
所
、
向
後
相
止
可
申
候
、

一
、 

両
御
番
之
御
供
番
東
海
寺
辺
迄
御
供
仕
、
直
ニ
や（

八
景
）

け
い
坂
江
被
為　

成
候

共
、
両
御
番
ゟ
五
六
人
充
東
海
寺　

御
先
番
江
可
遣
候
、
東
海
寺
江
被
為　

入
候
ハ
ヽ
、
直
ニ　

御
先
番
勤
候
場
所
江
被
為　

入
候
と
も
、
右
五
六
人
充

者
両
御
番
相
残
、　

還
御
迄
可
罷
在
事
、
此
外
何
方
江
も
新
御
番
之
御
先
番

差
出
候
義
相
止
申
候
、
両
御
番
御
供
よ
り
只
今
迄
之
通　

御
先
番
可
遣
候
事
、

【
②

－

９
】

享
保
五
庚
子
年
八
月
十
日

一
、 

明
日
雑
司
ヶ
谷
筋
ゟ
王
子
筋
江
御
鷹
野
付
、
両
番
頭
ゟ
出
火
之
節
罷
出
候
場

所
、
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
江
相
伺
候
処
、
以　

御
書
付
被
仰
渡
候
事
、

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　

両
番
頭

　
　
　
　

雑
司
谷
ゟ
王
子
筋　

御
成
之
節
、
戸
田
・
岩
渕
筋
之
節
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
書
院
番
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

　
　
　
　

右
両
番
頭
組
共
寄
場
、
巣
鴨
庚
申
塚

　
　
　
　

 

私
に
曰
、
此
已
後　

御
成
之
度
々
寄
場
書
付
伺
之
上
御
渡
候
事
、
以
後
ハ
略
ス
、
寄
場
ハ
い

つ
れ
も
当
時
御
定
之
通
也
、

【
②

－

10
】

同
年
九
月
廿
三
日

一
、 

御
鷹
野　

還
御
之
節
、
御
供
同
勢
、
途
中
ゟ
散
候
様
相
聞
候
、
向
後
堅
く
散

不
申
候
様
、
面
々
家
来
江
可
申
付
由
、
組
々
ゟ
御
供
ニ
罷
出
候
間
、
申
聞
候

之
旨
、
両
番
頭
江
御
目
付
小
笠
原
平（

常
春
、兵

衛目
付
）申

聞
候
事
、

【
②

－

11
】

享
保
七
壬
寅
年
四
月
十
一
日

一
、 

大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
被
仰
候
由
、
御
目
付
稲
生
治（

正
武
、郎

左目
付
）衛

門
申
聞
候
者
、
御
鷹

野
御
供
揃
五
つ
時
之
節
、
夜
中
ゟ
明
六
時
迄
も
雨
降
候
ハ
ヽ
、
御
供
中
罷
出

不
及
候
、
若
六
ツ
半
時
頃
ニ
も
雨
晴
候
ハ
ヽ
早
々
可
罷
出
候
、
其
節
被
為　

成
候
御
供
間
ニ
合
不
申
候
と
も
不
苦
候
、
御
跡
よ
り
欠
付
候
様
ニ
も
可
致
旨

申
聞
候
事
、

［一四］
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【
②

－

12
】

同
八
癸
卯
年
三
月
十
六
日

一
、 

大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
口
上
ニ
て
両
番
頭
詰
番
江
被
仰
聞
候
者
、
御
猪
狩
之
節
、

番
頭
中
御
供
望
之
も
の
、
大
勢
ハ
不
相
成
候
、
三
四
人
罷
出
可
申
候
、
尤
御

番
差
合
不
申
候
様
ニ
可
致
候
、
右
罷
出
候
性（

姓
）名

幷
組
々
ゟ
も
若
キ
面
々
望
之

分
者
勝
手
次
第
可
罷
出
候
、
尤
右
名
寄
も
可
書
出
旨
被
仰
聞
候
事
、

一
、 

騎
馬
勢
子
相
勤
候
者
、
於
御
場
竹
鑓
幷
采
幣
可
相
渡
候
間
、
左
様
相
心
得
、

鑓
ニ
て
鹿
を
突
留
候
様
ニ
と
の
事
ニ
候
間
、
右
馬
も
物
お（

怖
）ち

無
キ
を
心
か
け

乗
候
や
う
ニ
と
御
目
付
稲
葉
多（

正
房
、宮目
付
）被申

聞
候
事
、

【
②

－

13
】

同
月
十
七
日

一
、
明
十
八
日
駒
場
野
江
御
猪
狩
ニ
付
、
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

江
進
達
之
書
付

　
　
　
　

三
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
方

　
　
介
仙
石
丹（
久
尚
、波
小
）

守

本
御
番　

石
川
丹（

総
因
、後

守小
）　

二
丸
御
番　

仁
木
周（

守
豊
、防

守小
）　

詰
御
番　

安
藤
伊（

愛
定
、勢

守小
）

御
供
番　

酒
井
豊（

忠
穏
、前

守小
）　

御
先
番　

仙
石
因（

久
治
、幡

守小
）　

西
丸
詰
明
置
申
候
、

山
里
詰
明
置
申
候
、
御
留
守

御
供
番 四

番
明
キ
介高

木
伊（

守
興
、勢

守小
）　

　
御
場　
　
　

藤
堂
伊（

良
端
、豆

守小
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
先
江　

罷
越
候
、　

石
川
丹
後
守

　
　
　
　

三
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

【
②

－

14
】

享
保
八
癸
卯
年
十
一
月
七
日

一
、 

昨
七（

六
）日

小
菅
筋
江
為
御
鷹
野
被
為　

成
候
節
、
於　

御
成
先
中
台
院
御
膳
所

ニ
て　

御
拳
之
鴈
之
雑
応

（
煮
カ
）幷

御
酒
、
御
供
ニ
罷
出
候
御
小
性
組
方
金
田

周（
正
明
、防

守小
）

組
与
頭
池
田
修（

政
応
、理小
性
組
組
頭
）

幷
組
中
頂
戴
被　

仰
付
候
、
依
之
為
御
礼
、
修
理

義
者
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
江
罷
越
、
御
番
衆
江
（
者
カ
）周

防
守
宅
江
罷
越
候
様
ニ
と
、
御

小
性
組
方
松
平
内
匠
頭）

13
（

於
御
場
修
理
江
申
聞
候
、
右
御
礼
之
程
、
佐
渡
守
殿

江
も
先
例
を
以
御
内
談
ニ
及
候
由
、
内
匠
頭
よ
り
周
防
守
方
江
申
越
候
、
周

防
守
も
今
朝
大
久
保
佐
渡
守
殿
江
計
為
御
礼
罷
越
候
、

【
②

－

15
】

享
保
十
乙
巳
年
十
月
九
日

一
、
大
久
保
佐（

常
春
、渡

守若
）

殿
御
渡
候
由
ニ
て
御
目
付
三
宅
大（

康
敬
、学目
付
）相達

候
御
書
付
、

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　
　

両
番
頭
江

　
　

 

御
鷹
野
御
供
之
節
、
自
今
弓
持
参
候
面
々
、
御
茶
弁
当
之
辺
ニ
御
供
為
仕
可

申
候
、
御
目
付
可
被
談
候
、

　
　

 

右
、
唯
今
迄
之
通
御
供
揃
場
江
罷
越
、
其
節
供
之
組
頭
御
目
付
江
談
候
之

様
、
大
学
申
聞
候
事
、

【
②

－

16
】

同
十
一
丙
午
年
十
一
月
朔
日

［一五］
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一
、 
御
礼
過
品
川
御
殿
山
江
被
為　

成
、
騎
馬
懸
り
之
組
江
鞠
突
被　

仰
付　

上

覧
、
於
御
膳
所
組
頭
幷
御
番
衆
御
酒
・
大
和
柿
被
下
、
東
海
寺
江
被
為　

成

節
、
組
頭
・
御
番
衆　

御
目
見
、　

上
意
有
之
、
且
酒
井
紀（

忠
貫
、伊

守書
）

・
阿
部

出（
正
興
、雲

守小
）

於
御
膳
所　

御
前
江
被　

召
出
、
御
酒
被
下
候
事
、
御
番
衆
為
御
礼

頭
之
宅
江
罷
越
候
事
、

【
②

－

17
】

享
保
十
一
丙
午
年
十
月
七
日

一
、
騎
馬
相
勤
候
御
番
衆
江
申
渡
候
書
付
、

　
　
　
　

御
番
衆
江
申
渡
覚

一
、 

鶉
落
有
之
、
鼻
乗
組
頭
衆
被
乗
出
候
ハ
ヽ
、
名
々
順
之
通
段
々
一
所
ニ
乗

次
、
間
切
レ
不
申
候
様
可
被
心
得
候
事
、
両
輪
ニ
成
候
て
輪
切
レ
不
申
様
被

相
心
得
、
遅
キ
馬
ハ
追
候
而
、
輪
並
揃
候
節
、
拍
子
木
打
可
申
候
間
、
早
速

馬
留
候
而
、
馬
之
鼻
輪
之
内
江
向
ケ
可
被
申
候
、
留
候
節
も
馬
出
入
無
之
様

可
被
心
得
候
、

　
　
　
　
但
、
一
組
切
合
印
之
羽
織
可
被
着
用
事

一
、 

輪
之
内
江
被
為　

入
候
節
、
御
馬
被
為　

召
込
候
処
見
合
、
三
四
人
も
開
被

申
候
様
被
相
心
得
、
尤
輪
之
内
被
遊
御
入
候
而
、
元
之
通
馬
立
可
申
候
、
輪

之
外
江
被
遊　

御
出
候
節
茂
、
右
之
通
可
被
相
心
得
候
、
其
節
面
々
馬
ニ
心

付
候
様
可
被
致
候
、

一
、 

輪
解
之
節
、
番
頭
麾
ニ
而
差
図
可
致
候
、
鼻
乗
之
組
頭
よ
り
乗
戻
し
可
申
候

間
、
順
立
之
通
混
雑
無
之
様
可
被
相
心
得
候
事
、
尤
馬
建
候
場
所
江
順
立
之

通
、
間
違
無
之
様
ニ
順
立
候
様
可
被
心
得
候
、

一
、
輪
よ
り
直
ニ
外
江
落
在
之
、
乗
出
候
節
者
、
至
其
節
差
図
可
申
事

一
、
御
場
江
諸
事
作
法
能
様
ニ
可
被
心
得
候
、

一
、 

供
之
面
々
集
り
所
ニ
罷
在
、
不
作
法
無
之
様
申
付
、
尤
外
江
散
不
申
、
一
所

ニ
罷
在
候
様
可
被
申
付
候
、
組
々
ゟ
御
帳
番
壱
人
ツ
ヽ
出
候
而
、
差
引
致
候

間
、
可
有
其
心
得
候
、

【
②

－

18
】

享
保
十
五
庚
戌
年
二
月
廿
二
日

一
、
御
猪
狩
ニ
付
、
番
頭
中
ゟ
御
番
衆
江
申
渡
候
趣
、
左
之
通
り

　
　
　
　

御
番
衆
江
申
渡
覚

一
、
御
場
所
巣
鴨
辺
よ
り
鼠
山
迄
被
為　

成
候
、

一
、
御
番
衆
巣
鴨
真
性
寺
門
前
江
揃
可
被
申
候
、

一
、 

巣
鴨
ニ
て
者
、
御
供
之
両
御
番
打
込
、
歩
行
立
に
て
御
網
外
ニ
罷
在
、
差
図

次
第
突
留
可
有
之
候
、

一
、 

鼠
山
ニ
て
騎
馬
被　

仰
付
候
、
此
節
も
両
御
番
御
網
外
左
右
江
分
り
、
猪
御

網
江
懸
り
候
節
、
是
又
差
図
次
第
突
留
可
有
之
候
、

一
、
組
切
羽
織
着
、
尤
鞭
差
、
竹
柄
鑓
為
持
可
申
候
、

一
、 
組
々
よ
り
同
勢
世
話
役
壱
人
充
可
被
差
出
候
、
勤
方
者
駒
場　

御
成
之
節
之

通
ニ
可
被
相
心
得
候
事
、

一
、 

御
番
衆
口
付
ノ
も
の
、
是
又
真
性
寺
門
前
ニ
て
同
性（

勢
）世

話
役
よ
り
請
取
可
被

申
候
、

［一六］
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鼠
山
ニ
而
騎
馬
立
幷
勤
方
覚

一
、 
鼠
山
江
被
為　

入
候
者
、
騎
馬
之
御
番
衆
直
ニ
銘
々
之
馬
ニ
付
、
川
越
道
通

り
ニ
並
居
申
候
様
可
致
候
事
、

　
　

右
世
話
之
義
者
、
組
頭
世
話
可
致
事
、

一
、 

番
頭
馬
者
川
越
道
江
差
遣
候
、
番
頭
も
右
之
通
ニ
罷
在
、
御
差
図
次
第
ニ
致

馬
上（

乗
）、

建
場
江
可
相
越
候
事
、

一
、
御
書
院
方　

御
左
、
御
小
性
方　

御
右
、

　
　

右
之
通
御
網
外
一
行
ニ
騎
馬
立
可
申
候
、

　
　
　
　

 

但
、
此
方
ゟ
差
図
無
之
内
者
、
騎
馬
之
御
番
衆
竹
鑓
之
鞘
は
つ
し
被
申
間
敷
候
、
尤
騎
馬
懸

ケ
引
之
内
、
穂
先
を
随
分
下
ケ
可
致
馬
上
候
、

一
、 

御
網
之
内
江
猪
出
、
網
ゟ
懸
可
申
候
様
子
ニ
候
ハ
ヽ
、
鼻
乗
組
頭
よ
り
一
行

ニ
乗
出
、
御
書
院
方
ハ
乗
合
、
御
網
を
も（

洩
）れ

候
猪
を
引
包
突
留
可
申
候
、

　
　
　
　

 

但
、
右
之
節
、
入
乱
突
留
候
義
者
無
用
ニ
い
た
し
、
銘
々
騎
馬
之
手
近
江
寄
候
所
を
突
留
可

被
申
候
、
此
節
惣
騎
馬
混
雑
無
之
様
可
被
申
合
候
、

一
、 

右
之
猪
突
留
候
歟
、
又
者
騎
馬
を
も
れ
出
候
者
、
早
速
最
寄
之
立
場
江
跡
よ

り
一
行
ニ
引
取
、
騎
馬
順
立
可
致
事
、

　
　
　
　
但
、
幾
度
も
右
之
通
相
心
得
可
申
候
事
、

一
、
騎
馬
順
立
之
跡
先
江
組
頭
乗
可
申
候
、

一
、
番
頭
者
一
行
之
騎
馬
立
之
内
見
合
乗
可
申
事
、

一
、
鼻
馬
の
り
出
候
節
者
、
懸
り
麾
一
ツ
、
引
取
候
節
、
引
麾
一
ツ
振
可
申
事
、

一
、
番
頭
馬
、
口
附
之
者
竹
鑓
為
持
、
騎
馬
立
後
可
差
置
候
事
、

一
、
御
番
衆
馬
、
口
附
之
者
も
右
之
所
江
可
差
置
候
事
、

一
、
鼻
乗
組
頭
之
脇
ニ
乗
候
番
頭
、
一
度
切
ニ
入
替
可
相
勤
候
事
、

一
、 

同
勢
世
話
役
ニ
被
出
候
衆
よ
り
、
御
番
衆
口
附
之
者
真
性
寺
門
前
ニ
て
請
取

可
被
申
候
事
、

【
②

－

19
】

享
保
十
八
癸
丑
年
二
月
十
三
日

一
、 

今
日
於
新
部
屋
松
平（

下
）

専（
当
恒
、助小
納
戸
）

江
、
中
里
御
猪
狩
之
節
戸
田
土（

忠
胤
、佐

守書
）

・
三
浦

肥（
梐
次
、後

守小
）

致
対
談
候
処
、
先
達
而
本
身
之
鑓
両
御
番
弐
拾
本
致
持
参
候
様
申
聞

候
得
共
、
本
身
猪
鑓
所
持
之
面
々
者
不
残
持
参
可
致
旨
申
聞
候
、
御
猪
狩
勢

子
御
番
衆
江
銘
々
可
申
渡
旨
申
合
候
事
、

【
②

－

20
】

元
文
元
丙
辰
年
八
月
十
三
日

一
、 

信（
小
出
英
貞
、

濃
守西

丸
若
年
寄
）

殿
御
渡
之
由
西
丸
御
目
付
よ
り
相
達
候
書
付
、
大（

徳
川
家
重
）

納
言
様
小
菅　

御

止
宿　

御
成
ニ
付
下
人
定
、

一
、 

奥
向
侍
両
人
鑓
・
挟
筥
・
草
り（

履
）取

、
外
ニ
中
間
壱
人
可
召
連
候
、
下
宿
之
百

性
家
坐
狭
に
よ
り
主
人
両
人
或
者
三
人
之
下
人
組
合
可
為
相
宿
候
、
格
別
狭

キ
家
者
一
人
分
計
下
宿
も
可
有
之
候
、

一
、 
表
向
頭
役
御
目
付
之
下
人
ハ
、
常
之
御
鷹
野
被
為　

成
候
節
之
通
り
可
召
連

候
、
幕
為
打
可
申
候
、

一
、
御
物
頭
者
同
し
為
ニ
罷
越
候
間
、
外
よ
り
ハ
少
し
人
数
も
可
召
連
事
、

一
、 

御
番
方
之
面
々
、
知
行
之
高
下
之
無
差
別
、
侍
者
弐
人
又
壱
人
成
と
も
勝
手

［一七］
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次
第
、
鑓
・
挟
筥
・
草
り
取
、
外
ニ
中
間
壱
人
可
召
連
、
馬
為
率
候
不
及

候
、
尤
幕
者
為
打
申
間
敷
候
、
下
人
組
合
之
義
ハ
前
條
奥
向
之
通
可
仕
候
、

右
已
下
是
に
准
し
人
少
ニ
可
召
連
候
、

　
　

右
之
趣
向
々
江
可
被
相
達
候
、

【
②

－

21
】

元
文
元
酉
辰
年
八
月
十
六
日

一
、 

板
倉
佐（

勝
清
、渡

守若
）

殿
去
十
三
日
伺
書
進
達
候
処
、
今
日
御
附
札
ニ
て
寿
阿
弥
を
以

被
仰
渡
候
事
、

　
　

 

御
泊
御
鷹
野
之
節
、
御
小
性
組
方
ニ
て
者
御
供
番
之
組
頭
壱
人
ニ
て
相
勤
申

候
、
日
々
御
供
仕
候
間
、
難
相
続
可
有
御
坐
と
奉
存
候
、
其
上
病
気
之
節
、

急
代
之
義
、
御
書
院
方
ニ
て
者
勤
番
之
組
頭
有
之
候
間
、
介
合
之
義
も
可
罷

成
候
へ
と
も
、
御
小
性
組
方
ニ
て
者組
頭壱

人
之
儀
ニ
付
、
病
気
又
者
痛
所
等
有

之
節
、
御
間
欠
申
義
も
可
有
御
坐
候
也
と
奉
存
候
ニ
付
、
代
合
相
勤
候
様
仕

度
奉
存
候
間
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

八
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

　
　
　
　
御
付
札

　
　
　
　
　

書
面
之
趣
難
成
候
、
小
菅
御
逗
留
中
若
病
気
ニ
候
て
、
其
節
代
合
候
様
可
被
致
候
、

一
、 

御
泊
御
鷹
野
之
節
、
御
小
性
組
一
組
御
供
仕
候
に
付
、
御
供
之
御
番
衆
之

内
、
病
人
等
致
出
来
候
上
、
御
書
院
方
ニ
て
者
勤
番
之
御
供
番
一
組
罷
越
候

付
、
御
供
番
之
内
御
人
少
之
節
者
、
勤
番
之
内
よ
り
介
候
得
而
も
相
勤
申
義

も
有
之
候
へ
と
も
、
御
小
性
組
方
ニ
者
御
供
番
一
組
計
之
義
ニ
付
、
御
人
不

足
罷
成
候
節
、
介
立
之
儀
差
支
御
間
欠
可
申
也
と
奉
存
候
之
間
、
御
鷹
野
不

相
障
候
様
、
代
合
相
勤
申
候
様
仕
度
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　

八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

　
　
　
　
御
付
札

　
　
　
　
　

 

書
面
之
趣
難
成
候
、
小
菅　

御
逗
留
中
も
し
病
人
等
有
之
候
ハ
ヽ
其
節
代
合
候
様
可
被

致
候
、

【
②

－

22
】

同
月
廿
七
日

一
、
先
達
而
之
伺
書
、
小
出
信（

英
貞
、濃

守若
）

殿
御
付
札
ニ
て
被
仰
渡
候
之
事
、

一
、
御
供
番
之
御
番
衆
、
衣
服
平
生
之
御
鷹
野
之
通
相
心
得
罷
出
候
事
、

　
　
　
　
御
付
札

　
　
　
　
　

可
為
此
通
候
、

一
、 

御
供
番
之
番
頭
、
平
生
御
鷹
野
之
通
御
止
宿
、
近
辺
出
火
之
砌
者
、
御
供
残

之
御
番
衆
召
連
、
何
方
江
可
罷
越
候
哉
、

　
　
　
　

 

附
、
御
留
守
中
、
万
一　

御
城
近
辺
出
火
之
節
、
平
生
御
鷹
野
之
通
両
国
橋
・
東
本
願
寺
前

江
可
罷
出
候
也
、

　
　
　
　
御
付
札

　
　
　
　
　
此
義
追
而
可
相
達
候
、

一
、 
御
供
之
御
番
衆　

御
止
宿
よ
り
御
鷹
野
被
為
成
候
節
者
、
一
組
之
内
半
分
充

代
り
合
、
隔
日
ニ
相
勤
候
や
う
可
仕
也
、

　
　
　
　
御
付
札

　
　
　
　
　
此
義
難
成
事
ニ
候
、
一
組
罷
越
候
分
、　

御
成
度
々
不
残
御
供
可
仕
候
、

［一八］
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右
之
通
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
　

八
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭

【
②

－

23
】

元
文
元
丙
酉
年
九
月
三
日

一
、 

騎
馬
掛
番
頭
よ
り
御
泊
御
鷹
野
之
節
、
勢
子
御
番
衆
も
一
統
御
供
番
心
得
可

申
候
哉
と
伺
候
処
、
一
統
御
供
番
相
勤
可
申
旨
、
西
尾
隠（

忠
尚
、岐

守若
）

殿
被
仰
渡
候

事

【
②

－

24
】

同
月
廿
日

一
、 

小
出
信（

英
貞
、濃

守若
）

殿
、
小
菅　

御
止
宿
御
供
之
御
番
衆
人
数
定
之
御
書
付
御
渡
候

事
、

　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭
江

一
、 

小
菅　

御
旅
館
江
相
詰
候
御
供
之
御
小
性
組
人
数
弐
拾
人
可
差
出
候
、
尤
組

頭
可
罷
越
候
、

　
　

右
之
通
相
心
得
可
被
申
渡
候
、

　
　
　
　
　
　

九
月

【
②

－

25
】

同
五
庚
申
年
閏
七
月
十
四
日

一
、 

大（
徳
川
家
重
）

納
言
様
深
川
筋
江
被
為　

成
ニ
付
、
西
丸
方
両
番
頭
ゟ
水
野
壱（

忠
定
、岐

守西
丸
若
年
寄
）

殿
江

伺
書
致
進
達
候
処
、
窺
之
通
可
仕
旨
被　

仰
渡
候
事
、

　
　

 

明
十
五
日
深
川
筋
江　

御
成
被
仰
出
候
、
初
而
之
義
ニ
御
座
候
間
、
出
火
之

節
乗
付
罷
出
候
場
所
、
一
組
者
永
代
橋
、
一
組
者
両
国
橋
江
罷
出
候
様
可
仕

哉
奉
窺
候
、
以
上
、

　
　
　

閏
七
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
番
頭

【
②

－

26
】

同
年
八
月
六
日

一
、 

水
野
壱（

忠
定
、岐

守西
丸
若
年
寄
）

殿
、
西
丸
両
番
頭
詰
番
江
被　

仰
聞
候
者
、
深
川　

御
成
之

節
、
前
々
川
筋
江
被
為　

成
候
通
、
本
願
寺
前
両
国
橋
江
乗
付
之
も
の
可
罷

出
候
、
去
十
五
日　

御
成
之
節
者
、
急
成
義
故
伺
之
通
被
仰
渡
候
旨
被
仰
聞

候
事
、

【
②

－

27
】

寛
保
三
癸
亥
年
四
月
十
六
日

一
、 

近
々
騎
馬
勢
子
入
候　

御
成
御
沙
汰
ニ
付
、
今
度
騎
馬
懸
り
之
組
よ
り
五
人

充
、
都
合
弐
拾
人
差
出
候
様
、
外
之
組
よ
り
者
出
不
申
候
旨
、
西
尾
隠（

忠
尚
、岐

守若
）

殿
被
仰
渡
候
事
、

【
②

－

28
】

当（
徳
川
家
治
）

御
代

宝
暦
十
二
壬
午
年
三
月
廿
五
日

［一九］
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「御小姓組方例書私録」（一）
－十八世紀江戸幕府軍事部隊の古記録の翻刻と解説－

一
、 
中
野
筋
江
為　

御
延
気
被
為　

成
、
於　

御
成
先
御
供
之
両
御
番
弓
御
用
江

大
的
被　

仰
付
之
、
四
本
中
之
分
者
於
御
場
録（

禄
）被

下
候
事
、

　
　
　
　

 
但
、
御
供
弓
不
残
罷
出
候
、
勿
論
両
御
番
之
外
、
大
御
番
・
新
御
番
・
小
十
人
組
ゟ
も
罷
出

候
、
尤　

御
成
前
々
日
、
性
名
御
書
付
、
水
野
壱（
忠
定
、岐
西
丸
若
年
寄
）

守
殿
ゟ
三
番
頭
詰
番
江
御
渡
之
事
、

【
②

－

29
】

宝
暦
十
二
壬
午
年
四
月
廿
一
日

一
、 

今
日
雑
司
谷
筋
為　

御
延
気
被
為　

成
、
於　

御
成
先
御
供
之
布
衣
以
上
幷

中
奥
御
小
性
衆
江
、
乗
馬
被　

仰
付　

上
覧
之
事
、

【
②

－

30
】

明
和
元
申
十
月
廿
三
日

一
、 

駒
場
野　

御
成
之
節
、
騎
馬
懸
り
大
久
保
下（

忠
恕
、野

守書
）

・
大
久
保
豊（

忠
肥
、後

守書
）

・
水
野

内（
政
勝
、膳

正小
）

・
神
保
備（

茂
清
、前

守小
）

罷
出
、
於
御
場
四
人
共
乗
馬
被　

仰
付
候
、
内
膳
正

別
段　

御
召
之
御
馬
ニ
て
乗
馬
被　

仰
付
、
其
後
於
御
膳
所
四
人
共
ニ
被　

召
出
、　

御
懇
之　

上
意
有
之
、
御
酒
頂
戴
之
仕
候
、
尤
采
幣
腰
ニ
さ
し
な

か
ら　

御
前
江
罷
出
候
、
中
奥
御
小
性
衆
も
罷
出
候
事
、

【
②

－

31
】

寛
延
元
辰
年）

14
（

九
月
十
一
日

一
、
大（

徳
川
吉
宗
）

御
所
様
為　

御
延
気
、
羅
漢
寺
江
被
為　

成
候
、

　
　
　
　

見
出
し

　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭
江

一
、
十
一
日
供
揃
五
半
時
、

一
、
御
番
方
射
手
弐
拾
人
、
明
朝
六
半
時
羅
漢
寺
江
相
揃
可
申
候
、

　
　
　
　

 

但
、
例
御（
之
通
欠
カ
）

供
弓
之
者
も　

御
成
之
節
御
供
ニ
不
及
候
、
直
ニ
羅
漢
寺
江
罷
越
、
弓
之
支
度
等

可
仕
候
、
尤　

還
御
之
節
者
例
之
通
御
供
可
仕
事
、

一
、
御
先
江
御
小
納
戸
頭
取
目
賀
田
長（

守
咸
、戸

守西
丸
小
納
戸
頭
取
）

罷
越
、
射
手
之
作
略
可
致
事
、

　
　
　
　

右
之
通
可
相
心
得
候
、

　
　
　
　
　

九
月
十
日

　
　
　
　

別
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組
番
頭
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
右（

茂
承
、兵西
丸
小
性
組
番
頭
）

衛
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
石
丹（

久
近
、波

守西
丸
小
性
組
番
頭
）

　
　
　
　

明
日　

御
成
御
供
被　

仰
付
候
、
羅
漢
寺
迄
御
先
江
可
罷
越
候
、

　
　
　
　
　

九
月
十
日

　
　
　
　

別
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
的
射
手
性
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
小
性
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
右
兵
衛
尉
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
瀬
惣（

正
久
、十西
丸
小
性
組
番
士

郎

※
以
下
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
上
与（

季
良
）九

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
縫
殿（

転
衛
）助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
多
三（

俊
忠
）五

郎

［二〇］
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土
岐
主（

頼
門
）計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
山
八（

昌
長
）兵

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
石
丹
波
守
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
嶋
雲（

義
苗
）四

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
小（

忠
顕
）平

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
房
兵（

正
路
）右

衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
田
主（

伴
成
）計

（
１
）「
御
小
性
組
方
例
書
私
録
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
国
文
学
研
究
資
料
館
提
供
の

国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
た
。

（
２
）『
改
訂
増
補
内
閣
文
庫
蔵
書
印
譜
』
国
立
公
文
書
館
、
一
九
八
一
年

（
３
）
小
性
組
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
『
国
史
大
辞
典
』「
小
性
組
」
の
項
、
根
岸

茂
夫
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
小
池

進
『
江
戸
幕
府
直
轄
軍
団
の
形
成
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
っ
た
。

（
４
）
江
戸
幕
府
十
代
将
軍
。
在
職
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）〜
天
明
六
年
（
一
七
八

六
）。

（
５
）
上
巻
・
下
巻
と
も
に
一
丁
目
表
に
編
者
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
三
種
類
の
捺

印
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
印
影
は
「
当
文
書
記
」「
滕
（
藤
カ
）」「
相
」
と
思
わ
れ
る
が
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。「
私
録
」
編
者
の
比
定
に
は
こ
れ
ら
の
印
影
に
つ
い
て
分
析
を

進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
至
ら
な
か
っ
た
。
後
日
の
課
題
と
し

た
い
。

（
６
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
内
閣
文
庫
、
一
六
四

－

〇
〇
一
八
）

（
７
）『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
第
二
六
巻
〔
教
令
類
纂
二
集
（
三
）〕
汲
古
書

院
、
一
九
八
三
年
。
該
当
箇
所
の
翻
刻
文
は
石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集

第
四
（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）「
私
録
」
と
同
じ
性
格
を
持
つ
資
料
と
し
て
は
「
御
役
ニ
付
万
事
私
之
覚
書
」
が

あ
る
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
内
閣
文
庫
、
一
五
二

－

〇
一
一
四
）。
同
史
料
は

十
七
世
紀
の
小
性
組
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
を
内
容
別
に
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
。
福
留
真
紀
「
近
世
前
期
小
性
組
番
支
配
の
一
考
察

－

支
配
方
と
番
の
自
主
運

営
－

」（『
お
茶
の
水
史
学
』
四
五
号
、
二
〇
〇
一
）
で
は
同
史
料
を
主
た
る
対
象

と
し
て
、
近
世
前
期
の
小
性
組
が
職
務
を
遂
行
す
る
際
の
行
動
基
準
を
分
析
し
て

い
る
。

（
９
）
観
理
院
は
日
枝
神
社
別
当
、
樹
下
民
部
は
日
枝
神
社
神
主
。『
日
本
歴
史
地
名
大

系
』（
東
京
都
）
よ
り
。

（
10
）
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
干
支
は
乙
丑
、
同
四
年
の
干
支
は
丁
卯
。
よ
っ
て

年
数
か
干
支
の
い
ず
れ
か
が
間
違
っ
て
い
る
。
文
中
の
秋
山
摂
津
守
喬
知
は
万
治

三
年
（
一
六
六
〇
）
に
但
馬
守
叙
任
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
摂
津
守
改

称
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
若
年
寄
就
任
、
貞
享
二
年
十
月

0

0

に
但
馬
守
復
称

（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
る
）。
本
条
は
貞
享
二0

年
四
月
一
日
が
正
し
い
日
付

で
あ
る
と
判
断
し
た
。

（
11
）
家
重
側
室
、
家
治
生
母
。
法
名
至
心
院
。

（
12
）『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』『
柳
営
補
任
』
に
太
田
太
郎
兵
衛
な
る
人
物
は
見
え
ず
。
①

－

21
に
登
場
す
る
太
田
三
郎
兵
衛
（
正
房
、
目
付
）
の
誤
記
か
。

（
13
）
松
平
内
匠
頭
乗
興
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
人
は
享
保
七
年
（
一

七
二
二
）
に
小
性
組
番
頭
か
ら
書
院
番
頭
に
転
任
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の

条
は
日
付
か
人
名
の
い
ず
れ
か
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。「
有
徳
院
殿
御
実

紀
」（『
徳
川
実
紀
』
第
八
巻
）
に
は
同
八
年
十
一
月
六
日
に
吉
宗
が
小
菅
に
て
狩

猟
を
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
の
日
付
は
正
し
い
。
よ
っ
て
、

人
名
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）
時
系
列
が
お
か
し
い
が
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」（『
徳
川
実
紀
』
第
九
巻
）
に

は
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
九
月
十
一
日
に
大
御
所
吉
宗
が
羅
漢
寺
の
近
辺
で

狩
猟
と
弓
術
上
覧
を
実
施
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
書
き
漏
ら
し
た
記
事
を

末
尾
に
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
二
〇
二
三
年
十
月
三
十
日
受
理
）

［二一］


